
最高裁秘書第3186号

平成30年8月7日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書開示通知書

平成30年7月19日付け（同月20日受付，最高裁秘書第3013号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしました

ので通知します。

‘ 記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成24年11月22日付け最高裁家一第004237号家庭局長，

戸籍記載の嘱託手続について」 （片面で12枚）

2 開示の実施方法

総務局長通達「

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁家一第004237号

（訟い－07）

平成24年11月22日

高等裁判所長官殿

家庭裁判所長殿

最高裁判所事務総局家庭局長豊澤佳弘

最高裁判所事務総局総務局長戸倉三郎

戸籍記載の嘱託手続について（通達）

家事事件手続法（平成23年法律第52号。以下「法」という。 ）第116条の

規定による戸籍の記載の嘱託（以下「嘱託」という。 ）の手続は,､下記のとおり行

ってください。

記

1 嘱託は，戸籍の記載の原因が生じた日に当該事件の記録のある裁判所の裁判所

書記官が，戸籍の記載に係る未成年者（性別の取扱いの変更の審判又は裁判にあ

っては， 申立人）の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対して行う。

2嘱託書の様式は，別紙様式第1から別紙様式第5までのとおりとする。いずれ

の様式を使用するかについては， (1)から(5)までによる。

（1）別紙様式第1 （書式1 （親権喪失型） ）は，親権喪失，親権停止又は管理権

喪失の審判又は裁判の確定により嘱託をする場合に使用する。

（2）別紙様式第2 （書式2 （未成年後見型） ）は，次に掲げる審判又は裁判の確

定により嘱託をする場合に使用する。

ア未成年後見人又は未成年後見監督人の選任の審判又は裁判

イ未成年後見人又は未成年後見監督人の辞任についての許可の審判
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ウ未成年後見人又は未成年後見監督人の解任の審判又は裁判

エ未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその

取消しの審判又は裁判

（3）別紙様式第3 （書式3 （保全型） ）は，次に掲げる審判前の保全処分の発効

又は失効により嘱託をする場合に使用する。

ア特別養子縁組の成立の審判事件又は特別養子縁組の離縁の審判事件を本案

とする，親権者又は未成年後見人の職務執行停止，職務代行者選任又は職務

代行者改任の審判前の保全処分

イ親権喪失，親権停止若しくは管理権喪失の審判事件又は親権者の指定若し

くは変更の審判事件を本案とする，親権者の職務執行停止，職務代行者選任

又は職務代行者改任の審判前の保全処分

ウ未成年後見人の解任の審判事件又は未成年後見監督人の解任の審判事件を

本案とする，未成年後見人又は未成年後見監督人の職務執行停止，職務代行

者選任又は職務代行者改任の審判前の保全処分

（4）別紙様式第4 （書式4 （性別の取扱い変更型） ）は，性別の取扱いの変更の

審判又は裁判の確定により嘱託をする場合に使用する。

（5）別紙様式第5(別紙目録）は，原因を証する書面として添付する審判書又は

裁判書の謄本記載の未成年者等の本籍地が区々である場合等でそのうちの一部

の者についての嘱託書を作成するとき，審判又は裁判の失効の場合等で審判書

又は裁判書の謄本を添付しないときなどに使用する。

3嘱託書には，家事事件手続規則（平成24年最高裁判所規則第8号。以下「規

則」という。 ）第76条第4項の戸籍の記載の原因を証する書面として，次の書

面を添付する。

（1）規則第76条第1項の審判又は裁判の確定により嘱託をする場合は，その審

判書又は裁判書の謄本（確定証明書の添付は要しない。以下同じ。 ）

（2）規則第76条第2項の審判前の保全処分（(2)において「保全処分」という。 ）
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の発効又は失効により嘱託をする場合は，その原因により以下の書面

ア保全処分があった場合

当該保全処分の審判書又は裁判書の謄本

イ法第112条第1項又は第2項の規定により保全処分を取り消す審判又は

裁判があった場合

当該取消審判又は裁判の審判書又は裁判書の謄本

ウ法第91条の規定により保全処分又はイに掲げる審判を取り消す裁判があ

った場合

当該取消裁判の裁判書謄本

エ法第111条第1項（法第113条第3項において準用する場合を含む。 ）

の規定により保全処分又はイに掲げる審判の執行を停止する裁判があった場

合

当該執行停止の裁判の裁判書謄本

オエに掲げる裁判がされた事件の即時抗告審において即時抗告を棄却する裁

判があった場合

当該棄却の裁判の裁判書謄本

力本案の審判又は裁判があった場合

本案の審判又は裁判の審判書又は裁判書の謄本

キ本案の申立ての取下げ，保全処分の申立ての取下げ，イに掲げる審判若し

くは裁判の申立ての取下げ又はエに掲げる裁判の申立ての取下げがあった場

合及びオの即時抗告審において即時抗告の申立ての取下げがあった場合

当該取下書の謄本

ク本案について調停が成立した場合

当該調停における法第268条の合意を記載した期日調書の謄本

嘱託に当たっては，嘱託の結果を確認するため，嘱託書の末尾にある請求文言

部分に裁判所書記官が記名押印することにより，その嘱託に基づく記載がされ

I

｜

’

I

ト
ー
ｆ
ｈ
ｂ
９
ｊ
Ｉ
１
■
４
ｋ
Ⅱ
ｆ
ｆ
ｑ
１
Ｇ
４
ｄ
■
Ｐ
０
０
ｉ
ｇ
■
‐
Ｕ
Ｊ
ｌ
■
，
〃
町
■
ｑ
凸
■
ｇ
０
Ｋ
Ｂ
■
‐
創
日
毎
日
■
■
Ｆ
１
４
４
寺
ｄ
Ｌ
Ｐ
▲
町
わ
Ｆ
ｂ
ｆ
Ｊ
身
曲
・
■
．
■
召
０
０
０
■

4

の部分に裁判所書記官が記名押印することにより，



Q

た戸籍の謄本の交付を請求する。

付記

1 実施

この通達は，平成25年1月1日から実施する。

2廃止

平成2年12月20日付け最高裁家一第411号家庭局長，総務局長通達「戸

籍記載の嘱託手続について」 （以下「旧通達」という。 ）は，平成24年12月

31日限り，廃止する。

3経過措置

（1） 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律（平成23年法律第53号）第4条の規定によりなお従前の例によること

とされる同法第3条の規定による廃止前の家事審判法（昭和22年法律第15

2号）第15条の2の規定による戸籍の記載の嘱託（以下「戸籍嘱託」という。

）の手続については， (2)の定めを除き，なお従前の例による。

（2）戸籍嘱託の手続における嘱託書の様式は，別紙様式第1から別紙様式第5ま

でのとおりとする。この場合において，いずれの様式を使用するかについては，

アからオまでによるものとし，別紙様式第1から別紙様式第4までの様式を使

用するときは， これらの様式中「家事事件手続法第116条」 ･を「家事審判法

第15条の2」と訂正するものとする。

ア別紙様式第1 （書式1 （親権喪失型） ）は，旧通達記2の(1)の審判又は裁

判の確定により戸籍嘱託をする場合に使用する。

イ別紙様式第2（書式2 （未成年後見型） ）は，旧通達記2の(2)の審判又は

裁判の確定により戸籍嘱託をする場合に使用する。

ウ別紙様式第3 （書式3 （保全型） ）は， 旧通達記2の(3)の審判前の保全処

分の発効又は失効により戸籍嘱託をする場合に使用する。

工別紙様式第4 （書式4 （性別の取扱い変更型） ）は， 旧通達記2の(4)の審
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判又は裁判の確定により戸籍嘱託をする場合に使用する。

オ別紙様式第5 （別紙目録）は，原因を証する書面として添付する審判書（

決定書）謄本記載の未成年者等の本籍地が区々である場合等でそのうちの一

部の者についての嘱託書を作成するとき，審判又は裁判の失効の場合等で審

判書（決定書）謄本を添付しないときなどに使用する。

(3) この通達の実施の際従前の様式による用紙が残存している場合には,戸籍嘱

託の手続に限り， これを使用して差し支えない。この場合において，いずれの

l

l
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様式によるかについては，なお従前の例による。
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（別紙様式第1）

書式1 （親権喪失型）

（事件番号）平成 年（ ）第 号

家事事件手続法第116条に基づく戸籍記載嘱託事務としてこの嘱託により戸籍記載
がされたことを確認するため,この嘱託に基づく記載がされた戸籍の謄本の交付を請求す
る。

●

裁判所書記官

※戸籍筆頭者が区々である場合には，審判書（決定書）謄本記載の順序で， 「， 」で区切
って各筆頭者を記載する。
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戸 籍記載嘱託書

平成 年 月 日

裁判所書記官

裁判所

殿

(受付印欄）

原因を証する

書面

口審判書謄本 口決定書謄本

未成年者,親権

者の氏名,戸籍
の表示等

ロ別添審判書（決定書）謄本のとおり

(複数掲げられている場合には，その全員についての記載を嘱託する。 ）

未成年者の戸籍筆頭者の氏名（ ）※

口別紙目録のとおり

戸籍記載の
原因

別添審判書（決定書）謄本の裁判の確定

(戸籍記載の原因が生じた日）

口平成 年 月 日

口親権者（ ）につき平成 年 月 日

親権者（ ）につき平成 年 月 日

戸籍の記載をすべき事項

戸籍の記載事項の対象となる裁判は下記の該当数字を○で囲んだもの
(確定・発効・失効の別は， 「戸籍記載の原因」欄記載のとおり）
1親権喪失の裁判

2管理権喪失の裁判

3親権停止の裁判



1

（別紙様式第2）

書式2 （未成年後見型）
（事件番号）平成 年（ ）第 号
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戸 籍記載嘱託書

平成 年 月 日

裁判所書記官

裁判所

殿

(受付印欄）

原因を証する

書面

口審判書謄本 口決定書謄本

未成年者，未
成年後見人又

は未成年後見
監督人の氏名

,

等

戸籍の表示

口別添審判書（決定書）謄本のとおり

(複数掲げられている場合には，その全員についての記載を嘱託する。 ）

未成年者の戸籍筆頭者の氏名（ ）※1

未成年後見人又は未成年後見監督人の戸籍筆頭者の氏名

口別紙目録のとおり

（ ）※1 ， 2

戸籍記載の

原因

別添審判書（決定書）謄本の裁判の確定

一~~ー一一一ー●■ｰローｰわ‐＝一ー‐ーー一一ー一一~‐‐ｰ‐ー＝＝や＝一一ー‐‐■■－－■■

（戸籍記載の原因が生じた日）
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口平成 年 月 日

口未成年後見人又は未成年後見監督人（ ） （※3）
につき平成 年 月 日

未成年後見人又は未成年後見監督人（
につき平成 年 月 日

、

。
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） （※3）



家事事件手続法第116条に基づく戸籍記載嘱託事務としてこの嘱託により戸籍記載
がされたことを確認するため，この嘱託に基づく記載がされた戸籍の謄本の交付を請求す
る。

’

裁判所書記官

※1戸籍筆頭者が区々である場合には，審判書（決定書）謄本記載の順序で， 「， 」で区
切って各筆頭者を記載する。

※2未成年後見人又は未成年後見監督人の戸籍筆頭者の氏名は，選任事件のときにのみ記
載をする。

※3 「戸籍記載の原因が生じた日」について， 1名の者に複数の裁判がされた場合で，各
裁判を特定する必要があるときは， 「戸籍の記載をすべき事項」欄の該当数字を用いて
記載する。
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戸籍の記載をすべき事項

戸籍の記載事項の対象となる裁判は下記の該当数字を○で囲んだもの
(確定・発効・失効の別は， 「戸籍記載の原因」欄記載のとおり）

1未成年後見人の選任 （口親権を行う者がない口親権を行う者に管理権がない）

.Z~~､栄蔵隼穫見藍瞥Xあ選荏.~~~.~~…~~.~~~…
一口｡●■■ーつ■■■■■■‐1■b一口｡ー｡｡｡●‐■■D一一■■■■＝----■■－－－Ⅱ■■■■■■＝－－＝‐‐一口一一ロ●･←一一一一

3未成年後見人が数人ある場合の財産管理権限に限定する定め

~耳…耒筬年筏筧入が薮Xある蕩苔あ財産管理潅職琿狸行使あ定あ~~~.~~~~~…~~~.~.~~.~~~－
･盲一耒筬年穫見Xが薮X語る蕩苔瀕潅管理穗硬あ事務秀識葹訂~~~…~~~~~~~~~…~~.…‐
・も…采成年穫見瑚醗Xある蕩苔あ財達管理潅痕に腹壼ずろ歪ああ敢請~C~一~~~~~~~~~~~~、

吾二蕊蕊綴艤籠羅霊謡臺襄霧蕊溌ﾓﾆ三二二二
9未成年後見監督人が数人ある場合の財産管理権限に限定する定め

悪蕊薑蕊蕉瀧蒻認薑議藩蕊薑蕊二二二巽二:二::：
置~茉藏牟復貝監瞥Xが薮入ある塲苔め財産管運確限喧限走:する定ああ敢清じ~.~.~.~~~~~‐
13未成年後見監督人が数人ある場合の財産管理権限の単独行使の定めの取消し
14未成年後見監督人が数人ある場合の財産管理権限の事務分掌の定めの取消し
透~~~栽鮮穫見入あ詳荏許苛….…….~~.…~~~~.~~~~.~~~~~~…~~~.~~~~~.~~…~~~~~~~…~~~.~~~~~~.~
通~.~耒筬牟穫鳥膳潜Xあ詳住許苛…~.~….……~.~~.~.~~~‐
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（別紙様式第3）

書式3 （保全型）
（事件番号）平成

’

年（ ）第 号
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I
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ﾛ
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Ｐ

Ｊ

‐

！
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１

６

も

ｆ

Ⅱ

ｆ

９

６

Ｆ

、1－

戸 籍記載嘱託書

平成 年 月 日

裁判所書記官

裁判所

殿

(受付印欄）

原因を証する

書面
口審判書謄本 口決定書謄本 口取下書謄本

未成年者,親権

者,未成年後見
人又は未成年

後見監督人(※

1），職務代行
者等（※2）の

氏名,戸籍の表
示等

□別添審判書（決定書）謄本のとおり

(複数掲げられている場合には，その全員についての記載を嘱託する。 ）

未成年者の戸籍筆頭者の氏名（ ）※3

職務代行者等の戸籍筆頭者の氏名（ ）※3，． 4

口別紙目録のとおり

戸籍記載の

原因
ロ別添審判書（決定書）謄本の裁判の発効

□次の裁判の取消し・執行停止の裁判の発効
裁判所

平成 年 月 日発効の裁判

口次の裁判の失効

裁判所

平成 年 月 日発効の裁判
(1)本案確定 (2) 本案申立取下げ (3) 保全処分申立取下げ
(4) （ ）

(戸籍記載の原因が生じた日）

口平成 年 月 日

口親権者，未成年後見人又は未成年後見監督人（ ）
(※5）につき平成 年 月 日

g o

親権者，未成年後見人又は未成年後見監督人（ ）
(※5）につき平成 年 月 日



家事事件手続法第116条に基づく戸籍記載嘱託事務としてこの嘱託により戸籍記載
がされたことを確認するため,この嘱託に基づく記載がされた戸籍の謄本の交付を請求す
る。

裁判所書記官

’※1 「親権者，未成年後見人又は未成年後見監督人」には，職務執行停止関係事件（ 「戸
籍の記載をすべき事項」欄1， 4， 7， 10の事件）につきその職務の執行を停止され
た親権者，未成年後見人又は未成年後見監督人について記載する。

※2 「職務代行者等」には，職務代行者・管理権代行者関係事件（ 「戸籍の記載をすべ

き事項」欄2， 3， 5， 6， 8， 9， 11， 12の事件）につき審判前の保全処分に
よって選任され又は改任された職務代行者又は管理権代行者について記載する。

※3戸籍筆頭者が区々である場合には，審判書（決定書）謄本記載の順序で， 「， 」で区
切って各筆頭者を記載する。 ‘

※4職務代行者等の戸籍筆頭者の氏名は，職務代行者等が選任又は改任される場合にのみ
記載をする。

※5 「戸籍記載の原因が生じた日」について， 1名の者に複数の裁判がされた場合で，各
裁判を特定する必要があるときは， 「戸籍の記載をすべき事項」欄の該当数字を用いて
記載する。
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戸籍の記載をすべき事項 ．

戸籍の記載事項の対象となる裁判は下記の該当数字を○で囲んだもの
(下記裁判の 発効 ・ 失効 ）

1親権者の職務執行停止
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（別紙様式第4）

書式4 （性別の取扱い変更型）
（事件番号）平成 年（ ）第 号

’

家事事件手続法第116条に基づく戸籍記載嘱託事務としてこの嘱託により戸籍記載
がされたことを確認するため,この嘱託に基づく記載がされた戸籍の謄本の交付を請求す
る。

裁判所書記官

’

１
１

戸 籍記載嘱託‘書

殿

平成 年 月 日

裁判所書記官

裁判所

(受付印欄）

原因を証する

書面
口審判書謄本 口決定書謄本

申立人の氏名
及び戸籍の表
示等

別添審判書（決定書）謄本のとおり

申立人の戸籍筆頭者の氏名（ ）

戸籍記載の原

因

別添審判書（決定書）謄本の裁判の確定

(戸籍記載の原因が生じた日）

平成 年 月 日

戸籍の記載をすべき事項

申

戸籍の記載事項の対象となる裁判は下記のとおり

(確定・発効・失効の別は， 「戸籍記載の原因」欄記載のとおり）
性別の取扱いの変更の裁判



0

（別紙様式第5）

別紙

目 録

’

’

この目録は，原因を証する書面として添付する審判書（決定書）謄本記載の未成年者等
の本籍地が区々である場合等でそのうちの一部の者についての嘱託書を作成するときや，
裁判の失効の場合等で審判書（決定書）謄本を添付しないときなどに作成する。

※1 「未成年者」には，親権又は管理権の喪失・親権停止（書式1） ，未成年後見関係事
件（書式2）又は保全処分事件（書式3）における未成年の子について記載する。

※2 「親権者，未成年後見人又は未成年後見監督人」には，親権又は管理権の喪失・親権
停止事件（書式1）における親権者，未成年後見関係事件（書式2）における未成年後

見人又は未成年後見監督人，保全処分事件（書式3）の職務執行停止関係事件（同書式

の「戸籍の記載をすべき事項」楠1，4， 7， 10の事件）における職務の執行を停止

された親権者，未成年後見人又は未成年後見監督人について記載する。
※3 「職務代行者等」には，保全処分事件（書式3）のうち職務代行者・管理権代行者関

係事件(同書式の｢戸籍の記載をすべき事項｣欄2,3, 5, 6, 8,9, ､ 11, 1
2の事件）で選任され,又は改任された職務代行者又は管理権代行者について記載する。
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未成年者
※1

本 籍

筆頭者の氏名
一‐一一－一一－一一一一一一一一

氏 名

生年月日
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平成 年 月 日

未成年者
※1

本 籍
■ロ q■ー‐｡‐●‐‐‐。■■ロー‐ー‐

筆頭者の氏名

氏 名

生年月日
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未成年者
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本 籍

筆頭者の氏名

氏 名
｡‐一つ｡ローーーーー。■‐つむ。■

生年月日 ...､軍筬~~.~．~~革…~~~~~頁~.~.~.~~百.~~~…~~~~~~~~..……~~…~~･~‐
親権者，未成年

後見人又は未成

年後見監督人

※2

本 籍

筆頭者の氏名

氏 名
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親権者，未成年

後見人又は未成

年後見監督人

※2

本 籍

筆頭者の氏名

氏 名
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職務代行者等
※3

本 籍

筆頭者の氏名

氏 名
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職務代行者等
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本 籍

筆頭者の氏名

氏 名
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